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1．はじめに

わが国では，少子化対策や過重労働の防止の
観点に加えて，育児や介護などの制約ある従業
員を活用していくために従業員のワーク・ラ
イフ・バランス（WLB：仕事と生活との調和）
の実現が求められている。内閣府のワーク・ラ
イフ・バランス憲章によれば，WLB が実現さ
れた社会とは，「国民 1 人ひとりがやりがいや
充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果た
すとともに，家庭や地域生活などにおいても，
子育て期，中高年期といった人生の各段階に応
じて多様な生き方が選択・実現できる社会」の
ことである。一方で，WLB を充実させること

により仕事と家庭生活の葛藤（ワーク・ファミ
リー・コンフリクト）が解消されるが，それに
よって上司や同僚のモチベーション低下等が引
き起こされうることも指摘されている（細見・
関口，2013；佐藤・武石，2010）。

従業員が WLB を充実させることを支援する
ため，組織では育児，介護，自己啓発，社会活
動などを含む WLB 支援制度が整備されるもの
の，制度が充実しても効果的に活用されていな
いとの指摘もある（細見・関口，2013；佐藤・
武石，2010）。この理由は，従業員が WLB 支
援制度を利用することにより，職場の同僚や上
司などの業務負担が増加するためであると考え
られる（細見・関口，2013；守島，2010）。例
えば，守島（2010）は WLB 支援制度の利用
者の出現により，職場でのコミュニケーション
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が困難になると述べている。また，細見・関口
（2013）は，職場の同僚が WLB 支援制度を利
用することにより，周囲の従業員の業務負担が
増加することを述べている。部下が WLB を充
実させることに対して，現場レベルで応援する
立場である上司は，仕事が円滑に進まなくなる
ことを懸念して，部下が WLB 支援制度を利用
することに対して寛容でなくなる可能性がある。

そこで，本稿では，部下が WLB 支援制度を
利用することに対してミドルマネジャーが寛
容となるための条件について分析を行う 1。本
研究は，以下の 3 つの特徴を持つ。それは，1）
Job Demands-Resources モデル（以下，「JD-R
モデル」という。）を参考に仮説を構築し，ミ
ドルマネジャーのリソースの高さと，部下が
WLB 支援制度を利用することに対するミドル
マネジャーの寛容度との関係に焦点をあてるこ
と，2）調査対象をミドルマネジャーとするこ
と，3）WLB 支援の目的を家庭生活の充実と
個人生活の充実に分け，どのような条件のもと
で部下が WLB 支援制度を利用することに対し
てミドルマネジャーは寛容となるかについて分
析していることである。

本研究では，職務ストレスモデルの 1 つであ
る JD-R モデルを参考に仮説を構築し，ミドル
マネジャーのリソースの高さと，部下が WLB
支援制度を利用することに対するミドルマネジ
ャーの寛容度との関係に焦点をあてる。JD-R
モデルでは，職務環境は身体的・心理的負荷と
関連する仕事の要求度と，仕事の要求度を緩和
するリソースの 2 種類に分類される（Bakker 
& Demerouti, 2007）。後述のとおり，本研究で
は，ミドルマネジャーはもともと仕事の要求度
が高いため，部下が WLB 支援制度を利用する
ことに対して寛容となりづらいと考えた。部下
が WLB を充実させることに対して寛容でない
場合であっても，ミドルマネジャーのリソース
を高めることにより，ストレスが軽減し心理的
な余裕が生じて，部下が WLB 支援制度を利用
することに対して寛容となると期待できる。

また，本研究では，上司と部下に挟まれた立
場のミドルマネジャーを研究対象とする。調査
の目的は，部下が WLB 支援制度を利用するこ
とに対して寛容となるために，ミドルマネジ
ャーに求められるリソースを分析することであ
る。ミドルマネジャーのリソースのうち，本
調査では彼（彼女）の上司からの仕事の支援
と，担当職務の自由度に焦点を当てている。ミ
ドルマネジャーも組織の一員であることから，
彼（彼女）の上司から仕事の支援を受けること
により，ストレスが軽減し心理的な余裕が生じ
て，部下が WLB を充実させることに対して寛
容となることが予想される。また，担当職務の
自由度もモチベーションなどの職務態度と関
連することから（Hackman & Oldham, 1976），
部下が WLB を充実させることに対する寛容度
に影響を与えることが予想される。

さらに，本研究では，WLB について，家庭
生活の充実と個人生活の充実に分けて分析を行
う。WLB 支援の目的については，育児・介護
などの家庭生活の充実だけでなく，社会活動，
趣味などの個人生活の充実も含まれる。このよ
うに WLB を分類した上で，部下が WLB を充
実させることに対して上司が寛容となる要因に
ついて探った既存研究は管見の限り見当たら
ない。本研究では，WLB 支援の目的を家庭生
活の充実と個人生活の充実に分類し，これらの
WLB 支援制度を部下が利用することに対して
ミドルマネジャーが寛容となるための職場環境
として，ミドルマネジャーの職務自由度と，ミ
ドルマネジャーの上司からの支援が与える効果
について検証する。これにより職場環境の違い
により，部下の家庭生活の充実もしくは個人生
活の充実のいずれに対してミドルマネジャーが
寛容となるかを検証している。部下が WLB 支
援制度を利用することに対して上司が寛容とな
るための条件について調査を行うことにより，
従業員が望む WLB の充実をもたらす上司の職
場環境について明らかになり，現場レベルで従
業員の WLB を支援するための方法を示すこと
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につながることが期待できる。

2．既存研究

従来，組織が WLB 支援制度を充実すること
により，組織全体および従業員に効果がもたら
されることが示されている。マクロの研究では
柔軟な勤務制度や育児支援制度といった WLB
支援制度の充実が，生産性の向上，収益率の向
上，パフォーマンスの向上などをもたらすと
報告されている（Meyer, Mukerjee & Sestero, 
2001；Perry-Smith & Blum, 2000；Shepard, 
Clifton & Kruse, 1996）。また，個人を分析単
位とするミクロの研究においても，WLB 支
援制度により，職務満足度の向上，コミット
メントの上昇，ストレスの軽減，欠勤率や離
職率の低下をもたらすとの報告がなされてい
る（Dalton & Mesch, 1990；Halpern, 2005；
Scandura & Lankau, 1997）。

こうした WLB 支援制度の利用を促進するに
あたって，管理職など制度利用者の上司が重
要な役割を果たすことがたびたび指摘されてき
た。例えば，上司は WLB 支援制度が利用しや
すいように環境の整備を行うと指摘されてお
り（佐藤・武石，2010），家庭生活に支援的な
上司のほうが，利用中もしくは利用経験のあ
る WLB 支援制度の数が多い（Allen, 2001）と
されてきた。加えて，上司からの WLB 支援制
度に対する評価により，WLB 支援制度の利用
希望者が取る行動が異なると指摘されている

（藤本，2009）。このように，部下の WLB を上
司が積極的に支援することにより，従業員の
WLB の充実につながるとされている。

このような WLB の支援を積極的に行う上司
の特徴は，従業員の WLB の充実の促進につな
がる意義があるため，従来から研究されてき
た。既存研究では家庭生活の充実を応援する上
司の行動について研究が蓄積されている。例え
ば，前述のとおり，家庭生活の充実を応援する
上司のもとでは，部下が WLB 支援制度を利用
しやすいことが示唆されている（Allen, 2001）。

また，Hammer, Kossek, Yragui, et al.（2009）
は，家庭生活の充実を応援する上司の行動を，
情緒的サポート，家庭生活を重視するロールモ
デル，日常業務の中での WLB 支援，創造的か
つ戦略的な業務改善の 4 つに分類している。さ
らに，Straub（2012）のレビュー論文によれば，
家庭生活の充実を応援する上司の行動は，仕事
が家庭生活にもたらす影響や家庭生活が仕事に
もたらす影響などの個人的属性だけでなく，家
庭生活に支援的な文化や，WLB を支援するこ
とに対する評価など上司を取り巻く文脈的要因
によってももたらされるとしている。

このように，WLB 支援の実践に向けての研
究が積み重ねられてきた一方で， 部下が WLB
支援制度を利用することに対する上司の寛容
度に着目した研究や，上司の寛容度や評価に
影響を与えうる要因についての研究は少な
い（Poelmans & Beham, 2008；坂爪，2009）。
WLB 支援制度を利用することに対する寛容
度の研究では，主に制度利用希望者に焦点を
当てたものが多い。一例として，Powell & 
Mainiero（1999）によれば，制度利用希望者
の仕事内容や，利用する制度によって，部下
が WLB 支援制度を利用することに対する上司
の寛容度が異なってくると述べている。また，
Klein, Berman & Dickson（2000）は，制度利
用者の職場での価値や，退職する可能性があ
るかといった，制度利用者に対してどの程度依
存しているかにより，WLB 支援制度を利用す
ることに対する容認度合いが異なると指摘して
いる。Poelmans & Beham（2008）は，Powell 
& Mainiero（1999）や Klein, et al.（2000）の
指摘した内容に加えて，上司の家庭的責任，価
値観，訓練経験などの個人レベル，課の人数や
施策対象者の割合などの集団レベル，評価方法
や家庭生活に支援的な文化の有無などの組織レ
ベルの 3 つが，部下が WLB 支援を利用するこ
とに対する寛容度に影響を与えるとしている。
さらに，坂爪（2009）は，上司の WLB に対す
る評価と，WLB を支援する行動との両方の調
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査を行い，組織風土や制度の導入理由などが
WLB に対する積極的評価に影響する一方で，
マネジメント人数や短時間勤務者の勤務内容，
導入理由が否定的評価に影響を与えることを示
している。

部下が WLB 支援制度を利用することに対す
る上司の寛容度に関する既存研究については，
不十分な点が 2 つあると考える。それは，1）
WLB 支援を行う上司にも彼（彼女）の上司が
存在するなど職場環境の考察が不十分であるこ
と，2）WLB 支援の目的について家庭生活の
充実と個人生活の充実に分類して分析していな
いという点である。これらの要素を加味するこ
とにより，現場レベルでの WLB 実践のために
必要となる条件をより深く考察することが可能
になるだろう。

まず，既存研究では，上司にもその上にさら
に上司がいる可能性があることを考慮していな
いことから，上司が職場環境から受ける影響の
考察が不十分である可能性が考えられる。組織
では，上司と部下との単一な関係があるだけ
でなく，上司の上にも上司がいるなど，「上司
－部下」の関係が何層にも積み重なっている

（Tangirala, Green & Ramanujam, 2007；Zhou, 
Wang, Chen, et al., 2012）。そのため上司の個
人的要因だけでなく，本人がさらにその上の上
司からどのような支援を受けているかにより，
部下が WLB を充実させることに対する寛容度
が異なってくると考えられる。

また，既存研究において，WLB 支援の目的
を家庭生活と個人生活の充実に分類した研究は
ほとんど見当たらない。Özbilgin, Beauregard, 
Tatli, et al.（2011）は，欧米の WLB に関する
大多数の研究については，育児など家庭生活の
充実についてのものであることを指摘してい
る。日本でも，もともとファミリー・フレンド
リーに関する実証研究（藤本，2007；藤本・新
城，2007；坂爪，2002；武石，2006）が主流で
あった。また，WLB 支援制度の利用者の周り
にいる従業員を調査対象とした実証研究につ

いても，短時間勤務の従業員を抱えたことの
ある上司（坂爪，2009），育児・介護等の制度
利用希望者の同僚（細見・関口，2013）を対象
にした調査などがあるものの，WLB を分類し
た上で調査を行った既存研究は見当たらない。
WLB 支援制度利用者の上司を対象とした研究
ではないものの，武石（2008）は育児休暇と，
大学院・ボランティアなど育児以外の WLB 支
援制度の 2 つに分け，制度の有無が従業員のモ
チベーションに与える効果を検証した。その結
果，育児休暇制度を持つ企業と，育児休暇以外
の WLB 支援制度の両方を持つ会社では従業員
のモチベーションは高くなったものの，これら
2 つのタイプでモチベーションの高さに違いは見
いだされていない。

そこで，本研究では，上司と WLB 支援制度
の利用を希望する部下だけでなく，上司と彼

（彼女）の縦の関係にも着目するため，上司と
部下に挟まれた立場にあるミドルマネジャーを
調査対象としている。本研究では，ミドルマネ
ジャーの仕事の手順や量といった担当職務の自
由度が高い場合と，仕事が円滑に進むように配
慮するなどミドルマネジャーが彼（彼女）の上
司から仕事の支援を受ける場合に絞って調査を
行っている。先行研究では，担当職務の自由度
が高い場合は従業員のモチベーションや満足度
が高まることが指摘されている（Hackman & 
Oldham, 1976）。また，上司からの支援を含む
ソーシャル・サポートが高まることによりス
トレスが低下するとされている（e.g. Cohen & 
Wills, 1985；小杉，2002；浦，1992）。そのため，
本研究では，これらの要因は企業が WLB 施策
を充実することに対する弊害の予測と，部下に
よる WLB 支援制度の利用に対する寛容度に影
響を与えると考える。

本研究では，WLB を家庭生活と個人生活に
分け，現場レベルで WLB を促進するための条
件について調査を行う。その理由は，育児・介
護休業法等で法定化されている家庭生活に関す
る WLB の充実と，それ以外の個人生活に関す
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る WLB の充実では，一般的に必要性の認知度
や対象となる人数が異なると予想されるためで
ある。例えば，家庭生活の充実に関する制度の
導入率は高く，育児のための所定労働時間の短
縮措置等の制度は 64.5％，介護休暇制度は 67.1
％である（厚生労働省，2012a）。一方で，個人
生活の充実に関する制度の導入率は低く，リ
フレッシュ休暇制度は 10.9％，ボランティア
休暇は 2.5％である（厚生労働省，2012b）。ま
た，先述のとおり，個人生活の充実を支援する
要因を探る既存研究はほとんどないが，佐藤・
武石（2010）によれば，個人生活の充実の恩
恵を受けた従業員は，家庭生活も含めて他の従
業員の WLB を支援するようになる可能性があ
る。実際，アメリカでは，育児休暇制度だけで
は制度の利用対象となる従業員が少なく，制度
を利用することができない従業員からの反発が
あったため，より対象者が広い個人生活を含め
た WLB の概念が浸透した（e.g. 武石，2008）。

以上より，家庭生活だけでなく，これまで研
究対象とならなかった個人生活も含めて部下が
WLB を充実させることに対して，ミドルマネ
ジャーが寛容となるための条件について考察す
る必要があると考える。

3．仮　説

3.1　Job Demands-Resources モデル
本研究では，どのような職場環境のもとで，

部下が WLB 支援制度を利用することに対して
ミドルマネジャーは寛容となるかについて調査
を行う。具体的には，部下から WLB 支援制度
を利用することの申し出を受けた場合における
ミドルマネジャーの受け止め方を調査対象とす
る。

仮説の構築にあたって，職務ストレスモデル
の JD-R モデルを参考に，ミドルマネジャーの
リソースの高さが，部下が WLB 支援制度を利
用することに対する寛容度に与える影響に着目
した。JD-R モデルによれば，職務環境は，仕
事の要求度とリソースの 2 つの組み合わせに分

類される（Bakker & Demerouti, 2007）。まず，
仕事の要求度は，「仕事の身体的，心理的，社
会的，組織的な側面で，継続的な身体的，心理
的（認識・情動）な努力や技能を必要として
おり，身体的・心理的なコストがかかるもの」

（Bakker & Demerouti, 2007, 312）である。仕
事の要求度の例としては，仕事量，時間的プレ
ッシャー，突発的な出来事，厳しい顧客や患者
との関わりなどが挙げられる（Xanthopoulou, 
Bakker, Dollard, et al., 2007）。仕事の要求度が
高い場合には，心理的に疲労して健康を損ねる
とされる（e.g. Demerouti, Bakker, Nachreiner, 
et al., 2001）。一方，リソースは，「仕事の目的
達成に役立つか，仕事の要求度を減らして，身
体的・心理的なコストと関連する，もしくは
個人の成長・学習・発達を刺激するもの」で
ある（Bakker & Demerouti, 2007, 312）。また，
リソースの例として，技能の活用，学習，職務
自由度，同僚や上司のサポート，業績のフィー
ドバック，キャリアの機会などが挙げられてい
る（Bakker, van Veldhoven & Xanthopoulou, 
2010；Xanthopoulou, et al., 2007）。さらに，リ
ソースは，個人の成長，学習，目標達成に関わ
るもので，モチベーションに影響するとされてい
る（e.g. Bakker, Demerouti & Euwema, 2005）。

仕事の要求度とリソースはそれぞれもたら
す効果が異なるが，リソースは仕事の要求度
がもたらす否定的な効果を緩和するとされて
いる。仕事の要求度が高ければ，ストレスや
バーンアウトが高くなるといった悪影響がも
たらされるが，こうした影響はリソースが高ま
ることにより緩和される（Bakker, et al., 2005; 
Xanthopoulou, et al., 2007）。すなわち，従業員
のリソースが高まることにより，仕事の要求度
が高い状況であっても心理的な余裕が生じうる
と考えられる。

リソースが高まることで，従業員に心理的な
余裕が生まれて，他者に対して寛容となると考
える。これまでの JD-R モデルの研究では，仕
事の要求度とリソースが，従業員本人の態度に
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与える影響についての調査が多かった。一方，
JD-R モデルを用いた他者に対する態度につい
ての研究は見当たらなかったが，本稿では他
者に対する態度にも影響を与えると考える。ま
ず，リソースが高い従業員は，エンゲイジメン
トが高まり，パフォーマンスが向上すること
が示されている（Hakanen, Schaufeli & Ahola, 
2008；Salanova, Agut & Peiró, 2005）。また既
述のとおり，リソースが高まることで，仕事の
要求度の高さが原因で生じたストレスが緩和す
る（Bakker, et al., 2005；Xanthopoulou, et al., 
2007）。このため，リソースが高い従業員に心
理的な余裕が生じて，部下や同僚など周囲の従
業員に対して寛容となると考えられる。

一方，WLB の研究では，従業員本人に加え
て従業員の上司にも焦点を当てた研究が増えて
いるが，このうち JD-R モデルを用いた研究で
は，従業員本人を対象としたものにとどまって
いる。WLB の研究については，当初，従業員
の仕事と家庭生活のネガティブな関係について
の研究が中心であったが，両者のポジティブな
関係についての研究も増えてきた（Poelmans, 
Stepanova & Masuda, 2008）。また，従業員の
WLB を充実するためには，管理職などの上司
が大きな役割を担うため，上司に焦点を当て
た研究も増えてきた（e.g. 坂爪，2009）。一方，
JD-R を用いた WLB の研究では，従業員本人の
仕事と家庭生活のネガティブな関係についての
調査（e.g. Bakker, ten Brummelhuis, Prins, et 
al., 2011）やポジティブな関係（e.g. Hakanen, 
Peeters & Perhoniemi, 2011）の調査はあるが，
上司のリソースに焦点を当てた調査は見当たら
ない。

このため，本研究では，上司のリソースに焦
点をあてて，部下の WLB 充実にもたらす効果
について調査を行う。具体的には，ミドルマ
ネジャーのリソースと，部下に対する WLB 充
実への寛容度との関連性について調査してい
く。細見・関口（2013）は，従業員のリソース
が高まることで，職場内の同僚従業員が WLB

を充実させることに対して寛容となることを示
唆している。同様に，上司のリソースは，部下
に対する寛容度を通じて，部下の WLB 充実に
影響を与える可能性がある。そこで，従業員の
WLB 充実にとって重要な役割を果たす上司の
リソースがもたらす効果について，本研究では
JD-R モデルを用いて調査を行う。

本研究では，ミドルマネジャーは仕事の要求
度が高いため，部下から WLB 支援制度を利用
することの申し出を受けたとき，企業が WLB
施策を実施することによる弊害を予想し，部下
が WLB 支援制度を利用することを容認しづら
いと考える。調査対象としたミドルマネジャー
はもともと多忙であるため，想定外の追加業
務を負担する心理的な余裕はあまりないだろ
う。ミドルマネジャーは，戦略の実行や，組織
のトップとボトムをつなぐなど様々な役割を果
たしているものの（e.g. Shi, Markoczy & Dess, 
2009），役割が不透明でストレスがかかること
が指摘されている（Conway & Monks, 2011；
Floyd & Lane, 2000）。特に，わが国では，近
年ミドルマネジャーが多忙であるという調査結
果が示されている。学校法人産業能率大学が
2012 年に行った調査では，「3 年前と比較して
多忙となった」と回答した割合が 57％を占め，

「成果に対するプレッシャーが強まっている」
と回答した割合が 39％であった（学校法人産
業能率大学，2013）。また，一般社団法人日本
経済団体連合会（2012）は，組織のフラット化
により部下や責任が増加したこと，株主・投資
家への説明責任のため短期間で結果が求められ
るようになったことなどから，ミドルマネジ
ャーはプレイングマネジャー化せざるをえず，
目の前の業務で手一杯となっていることを指摘
している。このため，ミドルマネジャーは仕事
の要求度がもともと高く，部下が WLB 支援制
度を利用しようとする場合には，WLB 施策そ
のものに対して否定的に評価するようになると
ともに，部下による WLB 支援制度の利用に対
しても肯定的には受け止めづらいと予想する。
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一方で，担当職務の自由度の上昇や上司から
受ける仕事の支援によりリソースが高まると，
ミドルマネジャーは WLB 施策の実施による弊
害を低く見積もり，部下が WLB 支援制度を利
用することに対して寛容となると考える。既に
述べたとおり，ミドルマネジャーはリソースが
高まることで，エンゲイジメントが高まり物事
を肯定的に受け止めるようになるだろう。ま
た，仕事の要求度がもたらす否定的な効果が緩
和されるため，ストレスが軽減して心理的な余
裕を持つようになると予想される。リソースに
は担当職務の自由度や上司からの支援が含まれ
る。こうしたリソースが高まることにより，ミ
ドルマネジャーは WLB 施策に対する否定的な
評価が和らぐとともに，部下が WLB 支援制度
を利用することに対して，ミドルマネジャーは
好意的に受け止めるようになると考えられる。

以下，図 1 に示す本研究の仮説について詳細
に説明する。

3.2　担当職務の自由度
JD-R モデルによれば，職務自由度はリソー

スに含まれている。そのため，ミドルマネジ
ャーは職務自由度が高い場合は，エンゲイジメ
ントが高まりポジティブな感情となるため，他
者に対して肯定的に受け止めるようになると予
想する。また，リソースが高くなることで，ス

トレスが減少して，心理的な余裕が生じるた
め，他者に対する寛容度が高まるだろう。この
ため，部下が WLB を充実させることに寛容と
なるだろう。

また，従業員の仕事の性質と職務態度を関
連付けた職務特性理論によれば，担当職務の
自由度の高い仕事をしている従業員は，仕事
に対する責任感とともに，モチベーションが高
まり，仕事に対する満足度も高いと考えられる

（Hackman & Oldham, 1976）。ミドルマネジ
ャーは担当職務の自由度が高い場合，ミドルマ
ネジャーの部下が WLB 支援制度を利用するこ
とにより，自身の業務負担が増加する可能性が
あったとしても，積極的に仕事に取り組み続け
ることが可能であると予想される。このため，
担当職務の自由度が高いミドルマネジャーは，
部下が WLB を充実させることに対して寛容と
なると考えられる。

さらに，ミドルマネジャーの担当職務の自由
度が高い場合には，制度利用希望者以外の部下
についても担当職務の自由度が高い可能性が考
えられる。細見・関口（2013）では，制度利用
希望者の同僚は，担当職務の自由度が高くなる
ことにより業務負担予測が低くなることが示さ
れている。WLB 支援制度の利用希望者の同僚
にとっても，制度利用者の業務を代替すること
により生じる負担を低く見積もるようになるだ

図 1　本研究の仮説
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ろう。このため，職務自由度が高い場合には，
制度利用者以外の部下に対して追加の業務を割
り振ることが容易となるため，部下が WLB 支
援制度を利用することに対して寛容となると考
えられる。

以上を踏まえて，担当職務の自由度に関する
本研究の仮説を示す。

仮説 1 ａ　 担当職務の自由度が高いミドルマ
ネジャーは，部下が家庭生活を充
実させることに対して寛容とな
る。

仮説 1 ｂ　 担当職務の自由度が高いミドルマ
ネジャーは，部下が個人生活を充
実させることに対して寛容となる。

仮説 1 ｃ　 担当職務の自由度が高いミドルマ
ネジャーは，企業が WLB 施策を
実施することによる弊害を低く見
積もる。

3.3　上司からの仕事の支援
ミドルマネジャーは，彼（彼女）の上司から

仕事の支援を受けることにより，部下が WLB
を充実させることに対して寛容となると考えら
れる。これについては，上司と彼（彼女）の上
司との交換関係（Leader-Leader Exchange：
LLX）および上司と部下との交換関係（Leader-
Member Exchange：LMX）から説明される。
ミドルマネジャーは，上司と部下との間の立
場にあるため，部下との間の交換関係（LMX）
だけでなく，上司との交換関係（LLX）につい
ても考慮する必要がある。

ミドルマネジャーと彼（彼女）の上司との
関係（LLX）が良好であれば，部下との関係

（LMX）にも良い影響がもたらされると考えら
れる。ミドルマネジャーは彼（彼女）の上司と
の関係（LLX）が良好であると，上司と部下
の関係性が良好であること（LMX）がもたら
す効果が高まる（Tangirala, et al., 2007；Zhou, 
et al., 2012）。そのため，WLB 支援制度利用者

が出現することによって生じた追加の業務を，
ミドルマネジャーが他の部下に割り振ったとし
ても，その部下の業務の遂行にはそれほど影響
をもたらさないと考えられる。また，ミドルマ
ネジャーと上司の関係が良好である場合，ミド
ルマネジャーは困難な業務を遂行していても
職務成果が高まる（Dunegan, Duchon & Uhl-
Bien, 1992）。そこで，部下が WLB 支援制度を
利用した場合でも，ミドルマネジャー自身が部
下の仕事を一部受け持つことや仕事の割り振り
を工夫するといった配慮をする心理的な余裕が
生じるだろう。

このため，ミドルマネジャーが上司から支援
を受けている場合は，ミドルマネジャーは部下
との関係が良好となり，企業が WLB 施策を実
施することにともなう弊害を低く見積もるとと
もに，部下が WLB 支援制度を利用することを
容認するようになると考えられる。

以上より，ミドルマネジャーが上司から支援
を受ける場合に関する仮説を示す。

仮説 2 ａ　 上司から支援を受けているミドル
マネジャーは，部下が家庭生活を
充実させることに対して寛容とな
る。

仮説 2 ｂ　 上司から支援を受けているミドル
マネジャーは，部下が個人生活を
充実させることに対して寛容とな
る。

仮説 2 ｃ　 上司から支援を受けているミドル
マネジャーは，企業が WLB 施策
を実施することにともなう弊害を
低く見積もる。

3.4　媒介仮説
WLB 施策の実施にともなう弊害の予測をど

の程度見積もるかについても，部下が WLB を
充実させることに対するミドルマネジャーの
寛容度に影響をもたらすと考えられる。坂爪

（2009）は，管理職の WLB に対する評価が部



ミドルマネジャーの職場環境と従業員のワーク・ライフ・バランス

－27－

下の WLB 支援に対する行動に影響を与えるこ
とを示している。そこで，企業が WLB 施策を
実施することにともなう弊害が生じないとミド
ルマネジャーが予想する場合は，家庭生活およ
び個人生活に関連する WLB 支援制度を部下が
利用することに対してミドルマネジャーは寛容
となると予想される。

以上より，ミドルマネジャーの WLB 施策の
実施にともなう弊害の予測に関する仮説を示
す。

仮説 3 ａ　 企業が WLB 施策を実施すること
にともなう弊害を予想しないミド
ルマネジャーは，部下が家庭生活
を充実させることに対して寛容と
なる。

仮説 3 ｂ　 企業が WLB 施策を実施すること
にともなう弊害を予想しないミド
ルマネジャーは，部下が個人生活
を充実させることに対して寛容と
なる。

仮説 1 から 3 に基づき，本研究では，WLB
施策実施にともなう弊害をミドルマネジャー
がどの程度見積もるかについては，ミドルマネ
ジャーのリソースと，部下が WLB を充実させ
ることに対する寛容度との間を媒介するものと
捉える。担当職務の自由度の上昇や上司からの
支援によりミドルマネジャーのリソースが高ま
り，ミドルマネジャーに心理的な余裕が生じる
と考えられる。その結果，企業が WLB 施策を
実施することにともなう弊害をミドルマネジ
ャーは低く見積もると考える。こうした弊害を
低く見積もることで，ミドルマネジャーは部下
が WLB 支援制度を利用することに対する心理
的な抵抗感も和らぐため，部下が WLB 支援制
度を利用することを容認するようになると考え
られる。なお，本稿では，独立変数であるリ
ソースは担当職務の自由度と上司からの支援の
2 つに分けた。また，従属変数の WLB 支援の
目的については家庭生活の充実と個人生活の充

実の 2 つに分けた。これに基づき以下の 4 つの
仮説が導き出される。

仮説 4 ａ　 WLB 施策の実施にともなう弊害
の予測度合いは，ミドルマネジ
ャーの担当職務の自由度と，部下
が家庭生活を充実させることに対
するミドルマネジャーの寛容度と
の間を媒介する。

仮説 4 ｂ　 WLB 施策の実施にともなう弊害
の予測度合いは，ミドルマネジ
ャーの担当職務の自由度と，部下
が個人生活を充実させることに対
するミドルマネジャーの寛容度と
の間を媒介する。

仮説 4 ｃ　 WLB 施策の実施にともなう弊害
の予測度合いは，ミドルマネジ
ャーの上司からの支援と，部下が
家庭生活を充実させることに対す
るミドルマネジャーの寛容度との
間を媒介する。

仮説 4 ｄ　 WLB 施策の実施にともなう弊害
の予測度合いは，ミドルマネジ
ャーの上司からの支援と，部下が
個人生活を充実させることに対す
るミドルマネジャーの寛容度との
間を媒介する。

4．分析方法

4.1　分析データ
本研究における分析のため，東京大学社会科

学研究所付属社会調査・データアーカイブ研究
センター SSJ データアーカイブから「ワーク・
ライフ・バランスに関する調査（公益財団法人
連合総合生活開発研究所）」の個票データの提
供を受けた。この調査は，20 代から 50 代まで
の民間企業に勤める正社員 2,230 人を対象とし
たインターネットによる 2008 年の調査である 2。
この調査では「平成 14 年就業構造基本調査」
の 20 代から 50 代までの正社員の性・年齢階
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級・従業者規模別の分布をもとにサンプルの割
付基準を作成している。そのうえで，インター
ネット業者のモニターの中から 2,230 名を抽出
している。また，本調査を 13 分未満で回答し
た者についてはサンプルから除外している。な
お，調査の分析にあたって，サンプルから，調
査の中で「上司がいない」と回答した者と職位
について「取締役」と回答した者を除いた結果，
本調査のサンプル総数は 1,483 名となった。

今回のサンプル 1,483 名の業種については，
製造業449名（30.3％），サービス業300名（20.2
％），その他194名（13.1％），建設業157名（10.6
％），卸売業・小売業，飲食店 158 名（10.7％），
運輸・通信業 104 名（7.0％），金融・保険業，
不動産業 97 名（6.5％），電気・ガス・熱供給・
水道業 24 名（1.6％）であり，製造業およびサー
ビス業の割合が高い。また，サンプルが所属す
る企業の社員数は，29 人以下 271 名（18.3％），
30 ～ 99 人 286 名（19.3％），100 ～ 299 人 288
名（19.4％），300 ～ 499 人 98 名（6.6％），500
～ 999 人 128 名（8.6％），1,000 ～ 2,999 人 146
名（9.8％），3,000 人以上 266 名（17.9％）とな
っている。

4.2　従属変数・媒介変数
分析に用いた 1 つめの従属変数は，部下が

WLB 支援制度を利用することに対するミドル
マネジャーの寛容度である 3。先述のとおり，
WLB 支援の目的は，家庭生活の充実と，個人
生活の充実に分かれるものと考える。質問は，
職場の部下（正社員）が特定の申し出をしてき
た場合の上司の受け止め方について尋ねるもの
で，申し出をする部下が平均よりも優秀な場合
と，能力が劣る場合に分けている。家庭生活の
充実に関する申し出については① 1 年間の育児
休業制度の利用，②親の介護のための 3 ヶ月の
介護休業，③育児のために 1 日の労働時間を 2
時間短縮する短時間勤務制度を 2 年間利用の 3
つである。一方，個人生活の充実に関する申し
出は，①通学のため毎週 2 日定時退社，②地域

活動のために毎週 2 日定時退社，③趣味の音楽
活動のため毎週 2 日定時退社の 3 つである。こ
れらの申し出を受けた場合の受け止め方につい
て「1 まったく問題ないと思う」から「4 容認
できない」の 4 段階のリッカート尺度で質問
している。筆者は回答を反転した上で単純加算
しており，合計の点数が高いほど好意的に受け
止めていることを示している。

別の従属変数および媒介変数は，WLB 施策
の実施にともなう弊害の予測である。本調査の
質問票では「企業が仕事と生活の調和を図るた
めに様々な施策を実施することに関して意見を
聞かせてください」，という前置きをした上で，

「企業にとっての負担が大きい」など 3 項目に
ついて「1 当てはまる」から「4 当てはまらな
い」の4段階のリッカート尺度で質問している。
筆者は回答を反転した上で単純加算しており，
合計の点数が高いほど，WLB 施策の実施にと
もなう弊害を高く見積もることを示している。

4.3　独立変数
本分析での独立変数は，担当職務の自由度

と，ミドルマネジャーの上司からの支援であ
る。本調査の質問票では，担当職務の自由度に
ついては「仕事の手順を自分で決めることがで
きる」など 2 項目についての質問を用いた。ま
た，本調査における上司からの支援について
は，「あなたの上司はあなたの業務がうまく進
むように支援してくれる」など 3 項目による
質問を用いた。いずれも「1 当てはまる」から

「4 当てはまらない」の 4 段階のリッカート尺
度で質問している 4。これらの回答を反転した
上で単純加算した。合計の点数が高いほど，担
当職務の自由度や上司からの支援度が高いこと
を示している。

4.4　コントロール変数
分析時のコントロール変数として，性別，子

供の有無，職位（一般及び係長・主任クラスと，
課長及び部長の 2 段階），業種（製造業，その
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他），会社規模（29 人未満，30 人以上 300 人未
満，300 人以上），柔軟な勤務時間かどうか（フ
レックスタイム，短時間勤務など），家庭生活
の満足度（2 段階）を用いた 5。

5．結　果

5.1　因子分析および信頼性分析の結果
本研究で用いた変数の弁別妥当性を確認する

ため，以下のとおりpcf 法およびプロマックス回
転による因子分析を行った。表 1 には，プロマ
ックス回転後の各質問項目と因子負荷量を示す。

仮説の検証に用いる担当職務の自由度，上司
からの支援，WLB 施策の実施にともなう弊害
の予測，家庭生活の充実に対する寛容度および
個人生活の充実に対する寛容度についての質問
項目については，固有値 1.0 以上を基準として
5因子が抽出され，全分散の約74％を説明した。
第 1 因子は個人生活の充実に対する寛容度（6
項目，α ＝ .925），第 2 因子は家庭生活の充実
に対する寛容度（6 項目，α ＝ .909），第 3 因
子は上司からの支援（3 項目，α ＝ .869），第 4
因子は WLB 施策の実施にともなう弊害の予測

（2 項目，α ＝ .725），第 5 因子は担当職務の自
由度（2 項目，α ＝ .710）であり，想定してい
た解釈が可能となった。測定尺度の弁別妥当性
および信頼性に問題がないと判断されたため，
それぞれの項目を単純加算し尺度化することと
した。

5.2　基本統計量
以下の表 2 には，使用変数の平均，標準偏差，

最小値，最大値および相関行列を示す。担当職
務の自由度との関連においては，個人生活の充
実に対する寛容度と有意な正の相関が認められ
ることから，仮説 1b と整合的である。上司か
らの支援との関連においては，家庭生活の充実
に対する寛容度と有意な正の相関，WLB 施策
の実施にともなう弊害の予測と有意な負の相関
が認められることから，仮説 2a および 2c と整
合的である。WLB 施策の実施にともなう弊害

の予測との関連においては，家庭生活の充実に
対する寛容度と個人生活の充実に対する寛容度
と有意な負の相関が認められることから，仮説
3a および 3b と整合的である。

5.3　仮説の検証
本研究の仮説を検証するため，階層的重回帰

分析を行った。すべてのモデルには，統制変数
として性別，子供の有無，職位，業種，会社規
模，柔軟な勤務時間かどうか，家庭生活の満足
度が投入されている。

仮説 1 から仮説 3 の検証のために行った分析
結果を，表 3 のモデル 1 ～ 4 および 6 ～ 12 に
示す。階層的重回帰分析の第 1 ステップでは，
統制変数のみを重回帰式に投入し（モデル 1, 
6, 10），第 2 ステップで担当職務の自由度（モ
デル 2, 7, 11），上司の支援（モデル 3, 8, 12），
WLB 施策の実施にともなう弊害の予測（モデ
ル 4, 9）を投入した。

まず，仮説 1 で示される担当職務の自由度の
効果については，個人生活の充実に対する寛容
度を従属変数とした場合において有意な正の効
果が確認され（β ＝ .110，p ＜ .01），担当職務
の自由度を投入したことによりモデルの予測力
も有意に上昇した（ΔR2 ＝ .010，F ＝ 16.526，
p ＜ .01）（モデル 6, 7）が，家庭生活の充実に
対する寛容度および WLB 施策の実施にともな
う弊害予測を従属変数とした場合には有意とな
らなかった（モデル 2, 11）ことから，仮説 1b
は支持されたが仮説 1a および 1c は支持されな
かった。

仮説 2 で示される上司からの支援の効果につ
いては，家庭生活の充実に対する寛容度を従
属変数とした場合に有意な正の効果が確認さ
れ（β ＝ .059，p ＜ .05），上司からの支援を投
入したことによりモデルの予測力も有意に上昇
した（ΔR2 ＝ .003，F ＝ 5.345，p ＜ .05）（モデ
ル 1, 3）。また，上司からの支援の効果について
は，WLB 施策の実施にともなう弊害予測を従属
変数とした場合には有意の負の効果が確認され
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表 1　因子分析の結果
1 2 3 4 5

1  個人生活の充実に対する寛容度（α＝ .925）

（平均より優秀な部下の申し出）学校に通学するために毎週 2日定時退社をする（残業でき
ない）ことの寛容度  .774  .088  .002  .016  .050 

（平均より優秀な部下の申し出）地域活動をするために毎週 2日定時退社をする（残業でき
ない）ことの寛容度  .853  .016  .007  .017  .026 

（平均より優秀な部下の申し出）趣味の音楽活動をするために毎週 2日定時退社をする（残
業できない）ことの寛容度  .874  -.070  -.015  -.009  -.025 

（平均より優秀な部下の申し出）学校に通学するために毎週 2日定時退社をする（残業でき
ない）ことの寛容度  .805  .088  .017  -.011  .010 

（平均より劣る部下の申し出）地域活動をするために毎週 2日定時退社をする（残業できな
い）ことの寛容度  .895  .020  .009  .006  -.013 

（平均より劣る部下の申し出）趣味の音楽活動をするために毎週 2日定時退社をする（残業
できない）ことの寛容度  .895  -.088  -.036  -.016  -.015 

2  家庭生活の充実に対する寛容度（α＝ .909）

（平均より優秀な部下の申し出）1年間の育児休業制度の利用をすることの寛容度  -.137  .892  -.025  .008  .013 
（平均より優秀な部下の申し出）親の介護のために 3ヶ月の介護休業を利用することの寛容度  -.078  .877  -.006  .017  .023 
（平均より優秀な部下の申し出）育児のために 1日の労働時間を 2時間短縮する短時間勤務
制度を 2年間利用することの寛容度  .114  .746  .011  -.002  .021 

（平均より劣る部下の申し出）1年間の育児休業制度の利用をすることの寛容度  .001  .857  -.003  -.026  -.012 
（平均より劣る部下の申し出）親の介護のために 3ヶ月の介護休業を利用することの寛容度  .059  .829  .005  .009  -.015 
（平均より劣る部下の申し出）育児のために 1日の労働時間を 2時間短縮する短時間勤務制
度を 2年間利用することの寛容度  .243  .691  .022  -.012  -.052 

3  上司からの支援  （α＝ .869）

あなたの上司はあなたの業務がうまく進むように支援してくれる  -.014  -.009  .923  .001  .001 
あなたの上司とあなたはコミュニケーションがとれている  -.050  .033  .872  -.024  .054 
あなたの上司はあなたの業務の面倒を最後までみる  .055  -.032  .854  .023  -.055 

4  WLB 施策の弊害予測  （α =.725）

企業がWLB 施策を実施することは職場で従業員間に不公平が生じる  -.019  .050  -.021  .887  -.003 
企業がWLB 施策を実施することは制度を利用する人の甘えがでてくる  .019  -.052  .019  .883  .003 

5  担当職務の自由度  （α =.710）

仕事の手順を自分で決めることができる  -.007  .008  -.000  .003  .888 
仕事の量を自分で決めることができる  .020  -.016  .006  -.003  .876 

因子寄与率  .280  .263  .128  .090  .087 

表 2　使用変数の平均，標準偏差，最小値，最大値および相関行列
平均 標準偏差 最小値 最大値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１ 性差（女性＝ 1） 0.25 0.43 0.00 1.00 

２ 子供の有無（有＝ 1） 0.51 0.50 0.00 1.00 -.221 ** 

３ 役職（高＝ 1） 0.26 0.44 0.00 1.00 -.228 **  .263 ** 

４ 会社規模（30 ～ 299 人） 0.39 0.49 0.00 1.00 .010  .003  .011 

５ 会社規模（300 人～） 0.43 0.50 0.00 1.00 -.012 -.012 -.022 -.691 ** 

６ 柔軟な勤務時間 0.27 0.44 0.00 1.00 -.032 -.018 -.038 -.116 **  .191 ** 

７ 家庭生活への満足度 0.71 0.45 0.00 1.00 .033  .123 **  .074 ** -.090 **  .106 **  .014 

８ 担当職務の自由度 6.00 1.53 2.00 8.00 .013  .077 **  .250 ** -.005 -.076 ** -.102 **  .121 ** 

９ 上司からの支援 7.13 2.41 3.00 12.00 .037 -.036  .001 -.067 *  .061 *  .018  .165 **  .137 ** 

10 WLB 施策の弊害予測 5.25 1.38 2.00 8.00 .031 -.017 -.081 **  .028  .003  .022 -.054 *  .010 -.090 ** 

11 家庭生活の充実に対する寛容度 18.58 3.68 6.00 24.00 .090 ** -.039 -.042 -.032  .153 **  .115 **  .073 **  .005  .077 ** -.111 ** 

12 個人生活の充実に対する寛容度 16.39 4.88 6.00 24.00 -.061 *  .035  .031 -.054 *   .092 **  .069 **  .055 *  .097 **  .036 -.124 **  .457 **

N = 1,483.  **p ＜ .01,  *p ＜ .05
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（β ＝ -.084，p ＜ .01），上司からの支援を投入し
たことによりモデルの予測力も有意に上昇した

（ΔR2 ＝ .007，F ＝ 10.123，p ＜ .01）（モデル 10, 
12）。その一方で，個人生活の充実に対する寛
容度を従属変数とした場合には有意とならなか
った（モデル 8）ことから，仮説 2a および 2c
は支持されたが，仮説 2b は支持されなかった。

次に，仮説 3a および 3b で示される WLB 施
策の実施にともなう弊害予測の効果について
は，家庭生活および個人生活の充実に対する寛
容度を従属変数とした場合のいずれにおいて

も有意の負の効果が確認され（それぞれ，β ＝
-.120，p ＜ .01；β ＝ -.120，p ＜ .01），WLB 施
策の実施にともなう弊害予測を投入したことに
よりモデルの予測力も有意に上昇した（ΔR2

＝ .014，F ＝ 22.364，p ＜ .01；ΔR2 ＝ .014，F
＝ 22.363，p＜ .01）（モデル1, 4, 6, 9）ことから，
仮説 3a，3b ともに支持された。

次に仮説 4a ～ 4d を検証するために実施し
た階層的重回帰分析の結果を表 3 のモデル 1 ～
12 に示す。階層的重回帰分析の第 1 ステップ
では，統制変数のみを重回帰式に投入し（モデ

表 3　階層的重回帰分析の結果
モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4 モデル 5

従属変数 家庭生活の充実に対する寛容度

性別（女性＝ 1）  .084 **  .082 **  .083 **  .087 **  .085 **
子供の有無（有＝ 1） -.020 -.021 -.017 -.019 -.016 
役職（高＝ 1） -.015 -.023 -.015 -.024 -.024 
会社規模（30 ～ 299 人）  .140 **  .140 **  .140 **  .150 **  .150 **
会社規模（300 人～）  .230 **  .230 **  .230 **  .230 **  .230 **
柔軟な勤務時間  .089 **  .092 **  .089 **  .091 **  .091 **
家庭生活の満足度  .061 *  .057 *  .051  .055 *  .047 
担当職務の自由度  .032 
上司からの支援  .059  *  .050 
WLB 施策の弊害予測 -.120 ** -.120 **

Observation 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
R2  .054  .055  .057  .068  .070 
ΔR2 .001 .003 .014 .016 
ΔR2 の F 値 1.411 5.345 * 22.364 ** 13.091 **

N = 1,483.  **p ＜ .01,  *p ＜ .05

モデル 6 モデル 7 モデル 8 モデル 9 モデル 10 モデル 11 モデル 12
従属変数 個人生活の充実に対する寛容度 WLB 施策の弊害予測

性別（女性＝ 1） -.053 * -.060 * -.054 * -.051  .019  .016  .021 
子供の有無（有＝ 1）  .015  .014  .017  .017  .014  .013  .009 
役職（高＝ 1）  .015 -.012  .015  .006 -.075 ** -.086 ** -.074 **
会社規模（30 ～ 299 人）  .018  .029  .019  .025  .055  .059  .051 
会社規模（300 人～）  .089 *  .100 **  .089 *  .094 **  .042  .047  .043 
柔軟な勤務時間  .053 *  .061 *  .052 *  .055 *  .019  .022  .020 
家庭生活の満足度  .045  .033  .040  .039 -.051 -.055 * -.037 
担当職務の自由度  .110 **  .043 
上司からの支援  .027 -.084 **
WLB 施策の弊害予測 -.120 **

Observation 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
R2  .018  .028  .018  .032  .011  .013  .018 
ΔR2 .010 .000 .014 .002 .007 
ΔR2 の F 値 16.526 ** 1.068 22.363 ** 2.477 10.123 **

N = 1,483.  **p ＜ .01,  *p ＜ .05
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ル 1, 6, 10），第 2 ステップで担当職務の自由度
（モデル 2, 7, 11），上司からの支援（モデル 3, 
8, 12），WLB 施策の実施にともなう弊害予測

（モデル 4, 9），上司からの支援および WLB 施
策の実施にともなう弊害予測（モデル 5）を投
入した。

仮説 4 の検証については，Baron & Kenny
（1986）の媒介分析の枠組みを用いた。Baron 
& Kenny（1986）は，媒介効果が支持される
ための条件として，以下の 4 つを挙げている。
独立変数と従属変数が有意に関連している（条
件 1），独立変数と媒介変数が有意に関連して
いる（条件 2），媒介変数と従属変数が有意に
関連している（条件 3），媒介変数と独立変数
を同時に回帰式に投入すると，独立変数は有意
とならないか（完全媒介），関連性が弱くなる

（部分媒介）（条件 4）である。
条件 1 について，仮説 1b は支持されており，

担当職務の自由度は個人生活の充実に対する寛
容度に有意の正の効果をもたらしたことから，
仮説 4b について条件 1 は支持された。また，
仮説 2a は支持されており，上司からの支援は
家庭生活の充実に対する寛容度に正の効果をも
たらしたことから，仮説 4c について条件 1 は
支持された。一方，仮説 1a は支持されず，担
当職務の自由度は家庭生活の充実に対する寛容
度に影響を与えなかったことから，仮説 4a に
ついて条件 1 は支持されなかった。また，仮説
2b は支持されず，上司からの支援は個人生活
の充実に対する寛容度に影響を与えなかったこ
とから，仮説 4d について条件 1 は支持されな
かった。

条件 2 については，仮説 2c は支持されてお
り，上司からの支援は WLB 施策の実施にとも
なう弊害予測に有意の負の効果をもたらしたこ
とから，仮説 4c について条件 2 は支持された。
一方，仮説 1c は支持されず，担当職務の自由
度は WLB 施策の実施にともなう弊害予測に影
響を与えなかったことから，仮説 4b について
条件 2 は支持されなかった。

条件 3 については，仮説 3a は支持されてお
り，WLB 施策の実施にともなう弊害予測は家
庭生活の充実に対する寛容度に負の効果を与え
ることから，仮説 4c について条件 3 は支持さ
れた。

次に，条件 4 について検証する。モデル 4c
（独立変数：上司の支援，従属変数：家庭生活
の充実に対する寛容度，媒介変数：WLB 施策
の実施にともなう弊害予測）については，家庭
生活の充実に対する寛容度を従属変数とする場
合，上司からの支援と WLB 施策の実施にとも
なう弊害予測を同時投入したところ，上司から
の支援は有意でなくなったが，WLB 施策の実
施にともなう弊害予測については有意の負の効
果をもたらし（β ＝ -.120，p ＜ .01），モデルの
予測力も有意に上昇した（ΔR2 ＝ .016，F ＝
13.091，p＜.01）（モデル5）。これらのことから，
仮説 4c について条件 4 は支持された。以上よ
り，仮説 4c については支持された。

なお，検証された媒介効果を再確認する
目的で，ソベル検定（Sobel, 1982）を行っ
た（MacKinnon, Lockwood, Hoffman, et al., 
2002）。その結果，上司からの支援から家庭生
活の充実の寛容度に対する，WLB 施策の実施
にともなう弊害予測を通じた間接効果につい
ては，有意となり（z ＝ 2.634，p ＜ .01），媒介
効果が確認された。以上の分析結果より，仮説
4c は支持されたが，仮説 4a，4b，4d は支持さ
れなかった。

以下の表 4 と図 2 には，仮説 1 から仮説 4 ま
での仮説検証の結果をまとめる。

6．考　察

従業員の WLB を充実させるために上司の役
割が重要であるとされていることから，本研究
では，上司と部下に挟まれたミドルマネジャー
の職務環境と，WLB 施策の実施にともなう弊
害の予測および部下が WLB を充実させること
に対する寛容度との関連性について調査を行っ
た。その際，職務ストレスモデルである JD-R
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モデルを参考に，ミドルマネジャーのリソース
が，どのように部下が WLB 支援制度を利用す
ることに対する寛容度に影響するかについて調
査を行った。ミドルマネジャーはもともと仕事
の要求度が高く，予想外の追加的な業務を負担
する余裕がほとんどないと予想した。そのた
め，ミドルマネジャーは，WLB 施策に対して
否定的に評価するとともに，部下が WLB を充
実させることに対して寛容となりづらいと考え
た。一方で，リソースが高まることにより，ミ
ドルマネジャーは WLB 施策の実施にともなう
弊害を低く予測するとともに，部下が WLB 支
援制度を利用することに対して寛容となると予

想した。また，リソースについては，ミドル
マネジャーの担当職務の自由度とミドルマネジ
ャーが彼（彼女）の上司から支援を受けている
場合に分類し，WLB 支援の対象は家庭生活の
充実と個人生活の充実に分類した上で調査を行
った。

これらの調査結果から，1）担当職務の自由
度が高いミドルマネジャーは，部下が個人生活
を充実させることに対して寛容となること，2）
上司から仕事の支援を受けているミドルマネジ
ャーは，部下が家庭生活を充実させることに対
して寛容となること，3）上司から仕事の支援
を受けているミドルマネジャーは WLB 施策の
実施にともなう弊害を低く見積もり，部下が家
庭生活を充実させることに対して寛容となるこ
とが明らかになった。以下，詳細に検討する。

まず，担当職務の自由度が高いミドルマネジ
ャーは，部下が個人生活を充実させることに対
して寛容となるものの，部下が家庭生活を充実
させることに対する寛容度には影響が示されな
かった。これは，部下が個人生活を充実させる
ことについて，必要性の認識が低いためである

表 4　仮説検証の結果

仮説
独立変数
（A）

媒介変数
（B）

従属変数
（C）

結果 モデル
条件 1 条件 2 条件 3 条件 4

A → C 仮説 A → B 仮説 B → C 仮説 A, B 同時投入 モデル

1a 担当職務の自由度 ―
家庭生活の充実に
対する寛容度

× 2

1b 担当職務の自由度 ―
個人生活の充実に
対する寛容度

○ 7

1c 担当職務の自由度 ― WLB 施策の弊害予測 × 11

2a 上司からの支援 ―
家庭生活の充実に
対する寛容度

○ 3

2b 上司からの支援 ―
個人生活の充実に
対する寛容度

× 8

2c 上司からの支援 ― WLB 施策の弊害予測 ○ 12

3a WLB 施策の弊害予測 ―
家庭生活の充実に
対する寛容度

○ 4

3b WLB 施策の弊害予測 ―
個人生活の充実に
対する寛容度

○ 9

4a 担当職務の自由度 WLB 施策の弊害予測
家庭生活の充実に
対する寛容度

× 1a ― ― ― ― ― ―

4b 担当職務の自由度 WLB 施策の弊害予測
個人生活の充実に
対する寛容度

〇 1b × 1c ― ― ― ―

4c 上司からの支援 WLB 施策の弊害予測
家庭生活の充実に
対する寛容度

〇 2a 〇 2c 〇 3a ○ 5

4d 上司からの支援 WLB 施策の弊害予測
個人生活の充実に
対する寛容度

× 2b ― ― ― ― ― ―

図 2　仮説検証の結果

担当職務の自由度

＋

－

－

－

＋

上司からの支援

部下の個人生活の
充実に対する寛容度

部下の家庭生活の
充実に対する寛容度

WLB施策の弊害予測
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と考える。個人生活の充実は，法律で規定され
ていないこともあり，職場全体での理解度も低
いことから，ミドルマネジャー自身で部下の仕
事をカバーする必要が生じる。このため，担当
職務の自由度が高いミドルマネジャーは，部下
が個人生活を充実させることに対して寛容とな
ると考えられる。

次に，上司から仕事の支援を受けているミド
ルマネジャーは，部下が家庭生活を充実させる
ことに対して寛容となるとともに，WLB 施策の
実施にともなう弊害を低く見積もることが示さ
れた。これは，育児，介護などの家庭生活を充
実させることについては，法律で規定されてお
り，組織内でも必要性が認知されているためで
あると予想される。そのため，ミドルマネジャー
の上司は，ミドルマネジャーの部下が育児休暇
等を取得したことにより生じる追加の業務負担
をフォローしやすいと予想する。また，上司か
ら仕事の支援を受けることにより，ミドルマネ
ジャー自身が WLB 施策の実施にともなう弊害
を低く見積もることについては，ミドルマネジ
ャー自身が積極的に仕事に取り組むだけでなく，
ミドルマネジャーは部下との関係性も良好とな
り，心理的な余裕が生じるためと考えられる。

さらに，媒介仮説では，上司から仕事の支援
を受けているミドルマネジャーは WLB 支援施
策の実施にともなう弊害を低く見積もり，部下
が家庭生活を充実させることに対して寛容とな
ることが示された。これは，上司から仕事の支
援を受けることにより，仕事の遂行が円滑にな
り，ストレスの軽減と精神的な余裕が生じるこ
とにつながることが影響しているだろう。一
方，ミドルマネジャーの担当職務の自由度は，
WLB 支援施策の実施にともなう弊害に対する
予測に影響を与えなかった。これは，ミドルマ
ネジャーは担当職務の自由度が高まりモチベー
ションが高まるものの，業務は削減されておら
ずストレスはそれほど軽減しないため，WLB
支援施策の実施にともなう弊害の予測度合いに
影響をもたらさないと考えられる。

本研究結果において特筆すべき点は，リソー
スが高いミドルマネジャーは部下が WLB 支援
制度を利用することに対して寛容となるもの
の，リソースの種類およびその高さにより，容
認する WLB の内容が異なることが示唆され
た点である。これまでの研究では，従業員が
WLB 支援制度を利用しやすい環境の整備のた
めに，職場の管理職が中心となって仕事管理や
時間管理を徹底する重要性がしばしば指摘され
てきた（e.g. 佐藤・武石，2010）。本研究では，
職務自由度の高さは部下が個人生活を充実させ
ることに対するミドルマネジャーの寛容度に結
びつく一方で，上司からの支援は部下が家庭生
活を充実させることに対するミドルマネジャー
の寛容度に結びつくことが示された。そこで，
従業員が WLB を充実させるためには，ミドル
マネジャーの職場環境と，従業員が望む WLB
支援とが適合しているかについても配慮が必要
であることが示唆された。

また，本研究の結果は，既存研究における
知見を拡張するものとなった。例えば，武石

（2008）では，育児休暇制度がある企業と，育
児休暇制度に加えて大学院・ボランティアなど
の WLB 支援制度がある企業では，従業員のモ
チベーションの高さに違いが見いだされていな
い。一方，本研究では，家庭生活と個人生活で
は，部下が WLB を充実させることに対して上
司が寛容となるための職場要因が異なる結果と
なった。また，坂爪（2009）では，WLB に対
して否定的な評価を持たない上司は，職場内
に短時間勤務制度の利用者が出現した場合でも
積極的に職場の問題に対処することが示された
が，本研究では，上司は仕事の支援を受けるこ
とにより，WLB 施策の実施にともなう弊害を
低く見積もり，部下が家庭生活を充実させる
ことに対して寛容となることが示された。さら
に，家庭生活に関する WLB 支援制度利用者の
同僚の反応を調査した細見・関口（2013）で
は，担当職務の自由度が高くても，制度利用者
の出現にともなう利用支援度は高くならなかっ
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たが，LMX が高い職員は，同僚が WLB 支援
制度を利用することに対して肯定的に受け止め
ることが示された。本研究における WLB 支援
制度利用者の上司でも同様の結果が示されたこ
とから，上司と同僚では WLB 支援制度の利用
者に対して寛容となるための職場環境は共通し
ている可能性がある。

さらに，本研究は，上司のリソースが，部
下の WLB 充実に与える影響を調査するにあた
り，JD-R モデルを援用した。これまでの JD-R
モデルを用いた WLB 研究では，従業員本人に
ついての調査が多く，上司などの本人以外の
従業員について JD-R モデルを用いた調査は見
当たらなかった。ミドルマネジャーのリソー
スは，部下が WLB を充実することに対する寛
容度を通じて，従業員の WLB の充実につなが
る可能性がある。このためミドルマネジャーの
リソースについて調査する意義があり，本研
究では JD-R モデルを用いた。今後も，部下が
WLB を充実することについて上司が寛容とな
るための条件について， JD-R モデルを用いた
研究を蓄積していくことが望まれる。

なお，今回の仮説には含めていないが，女
性のミドルマネジャーの場合，部下が家庭生
活を充実させることに対して寛容となるもの
の，個人生活を充実させることに対する寛容度
については特に男女間で違いが認められなかっ
た。この結果は，女性の上司は柔軟な労働の申
し出を認める傾向があることを示す Powell & 
Mainiero（1999）の結果と整合的である。部下
が家庭生活を充実させることについて，女性の
上司の方が寛容である理由については，女性は
男性と比べて育児休暇の取得率が高いため，家
庭生活に関する WLB 支援制度を部下が利用す
ることについて理解を示すことが考えられる。
一方で，部下が個人生活を充実させることに対
する寛容度については，男女間で必要性の認識
にそれほど差がない可能性が考えられる。

7．本稿の限界および今後の研究の方向性

本研究では，ミドルマネジャーの職務自由度
を高めることにより，部下が個人生活を充実さ
せることに対してミドルマネジャーは寛容とな
ることが示された。また，ミドルマネジャーに
対して彼（彼女）の上司が仕事の支援を行うこ
とにより，ミドルマネジャーは部下が家庭生活
を充実させることに対して寛容となることも
示された。本調査結果は，WLB を現場レベル
で実践するにあたって，従業員が必要とする
WLB の内容と，上司の職場環境が適合してい
るかに配慮することの重要性を示唆する結果と
なった。

一方で，本研究には調査方法などに関してい
くつかの限界点がある。まず，本研究では，シ
ナリオを示した上で質問紙調査を実施したた
め，時間的経過を踏まえた結果が反映されて
いない可能性がある。また，制度等の利用申
請者が優秀か劣るかという尺度により，部下
が WLB を充実させることに対してミドルマネ
ジャーが容認するかを尋ね，回答内容について
因子分析を行ったが，優秀と答えた場合と劣る
と答えた場合については，因子分析で結果が分
かれなかった。これらの結果については，シナ
リオをもとにした調査であったことが原因であ
る可能性も考えられることから，今後は実際に
WLB 支援制度を利用している部下を持つミド
ルマネジャーを対象とした調査を行うことも必
要であろう。さらに，本研究では JD-R モデル
を援用して，ミドルマネジャーのリソースが高
ければ，部下の WLB 支援の充実に対する寛容
度が高まると予想した。ただ，JD-R モデルの
既存研究では，リソースが高まることで調査対
象者本人の態度に与える影響についての研究が
多かったものの，他者に対する態度に与える影
響についての調査は見当たらなかった。このた
め，従業員のリソースの違いが，他者に対する
寛容度に与える影響について調査していくこと
も必要であろう。
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最後に，本研究の結果を踏まえた今後の研究
の方向性について述べる。本研究では，ミドル
マネジャーのリソースに着目することにより，
WLB に対する弊害予測や部下が WLB 支援制
度を利用することに対する寛容度に影響をもた
らす要因について調査を行った。今後も，同様
の調査方法を用いた時間的経過を踏まえた調
査を行うことが期待される。また，本調査で
は，部下が家庭生活の充実と個人生活の充実に
関する支援制度を利用した場合のシナリオをも
とに調査を行ったが，実際に家庭生活の充実と
個人生活の充実を支援する制度を利用中および
利用経験のある上司を対象に調査を行うことも
必要であろう。さらに，本研究では，ミドルマ
ネジャーの職務環境の違いにより WLB 施策の
実施にともなう弊害予測や部下が WLB を充実
させることに対する寛容度が異なることを示し
たが，上司の性格や信念によっては，部下が
WLB を充実させることに対する寛容度に違い
が生じることも考えられる。今後，職務特性と
個人の性格や信念のうち，部下が WLB を充実
させることに対する上司の寛容度に強く影響を
与えるのはどの要因かについても調査を行う必
要があるだろう。
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注
１ 本研究では，ミドルマネジャーについては「職場

の部下を管理しており，さらに上位に自分を管理
する上司がいるポジションの従業員」と定義する。

２ この調査を用いた論文には，武石（2009）など連
合総合生活開発研究所（2009）および安田（2012）
がある。

３ 本調査を用いた武石（2009）は，「（平均よりも優
秀な部下の）WLB に関する寛容度」という用語
を用いている。

４ 調査票では，上司からの支援にかかる質問には「5 
上司（部下）はいない」という回答項目があるが，
先述のとおりこの回答を選んだ者についてはサン
プルから除外している。

５ 本稿では，柔軟な勤務時間制度の恩恵を受けてい
るミドルマネジャーは，部下が WLB を充実させ
ることに対して寛容となると考えて，柔軟な勤
務時間かどうかをコントロール変数として投入し
た。また，家庭生活の満足度が高いミドルマネジ
ャーは，部下が WLB を充実させることに対して
寛容となると考え，家庭生活の満足度についても
コントロール変数として投入した。一方，個人生
活の満足度については調査項目にはなかったた
め，コントロール変数として投入していない。
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